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◆ 仕事に活かす「今月の格言・ことわざ」 

「私の自我は、同時にわが友でもあり、敵でも

ある。」 

「マハーバーラタ」 インド（１世紀） より 

 人間というものは、どんな時でも「自我」が出

てきてしまうものです。しかし、それが無ければ

無個性な人間になってしまいますし、出過ぎれば

わがままに過ぎる人間となってしまいます。 

 何よりも「達成意欲」や「目標設定」などには

「自我」が欠かせないものなのです。だからこそ

古人も自我を、「友」であり「敵」である、と断

じたのでしょう。 

 ビジネスの現場において、「自我」は邪魔にな

ることがありますが、これを殺してしまえば自分

という人間がいる必要がなくなってしまいます。

以前賛美されていた「滅私奉公」といったような

スタイルで働いていた企業人が、いざ企業を離れ

ると何一つ残らないというのも、あまりに「自我」

を殺しすぎたせいでしょう。 

 要は人生を実りあるものにするのは「うまく自

我とつきあう」ということができるか、できない

か、ということなのです。 

 さて、あなたは「自我の奴隷」でしょうか？そ

れとも「自我の統制者」なのでしょうか 

 それでは今月の事務所便りをお届けします。 

 

 

「改

◆ ４

 改正

法改正

いても

に苦し

短）に

 今回

ば従業

（2）

金率を

う2点

割増賃

◆「時

時

 現在

か取得

協定が

するこ

 しか

大きな

位の有

ないよ

 この

が、労

スもあ
平成 22 年 4 月号（通算 第 97 号）
険労務士事務所

所便り 
労務士 宮崎 真行 

------------------------------------------------------

0821  

首里儀保町 2-36 安里ビル 202 
２６－００７４(携帯) 

６－５１３４ 

zaki@ybb.ne.jp 

正労働基準法」施行目前 

時短への取組みは？ 

月から施行 

労働基準法の施行を4月に控えていますが、

に対応する積極的な動きは、大手企業にお

あまり目立っていないようです。業績不振

む企業にとっては、長時間労働の解消（時

取り組む余裕がないのが現状です。 

の改正の中心は、（1）労使協定を締結すれ

員が 1 時間単位で有給休暇を取得できる、

月60時間以上の時間外労働に対する割増賃

現行の 25％から 50％に引き上げる、とい

です（中小企業については当分の間、法定

金率の引上げについては猶予されます）。 

間単位有休」「割増賃金率の引上げ」と

短 

、年次有給休暇は原則として1日単位でし

することができませんが、改正後は、労使

あれば1時間単位で年間最大5日分を取得

とが可能となります。 

し、「生産現場の要員配置やライン稼働に

影響が出る」といった理由から、1 時間単

給休暇制度の導入を見送る企業も少なく

うです。 

制度の導入には労使間の協議が必要です

働者側からの導入の要求自体が出ないケー

ります。 
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 その一方で、時間外労働の割増賃金率の引上げ

への対応については、労務コスト削減のために時

短を進めることが考えられますが、準備を進めて

いる大手企業はあまり多くはないという調査結

果もあるようです。 

 時短は一般に進んでいるとは言い難く、厚生労

働省の調査によると、日本企業の時短は過去 10

年でほとんど改善していません。1999 年と比べ

2008年の労働時間は大手・中小企業とも増加して

おり、有給休暇取得率も下がっていますが、サー

ビス関連企業では法改正を契機に積極的に時短

に取り組む傾向がみられます。 

◆ 導入される見通しの国際会計基準 

 2015 年までに上場企業に義務付けられるとみ

られる国際会計基準（ＩＦＲＳ）では、企業は未

消化の有給休暇に相当する費用を引当金として

負債に計上しなければならない見通しとなって

います。負債の増加を嫌う企業は多く、この制度

導入が従業員に有給休暇の取得を促す可能性が

あります。 

 有給休暇関連の引当金の負債計上に伴い、引当

金に対応する費用の計上も必要になります。一般

的な事務職員の場合は、損益計算書の中で人件費

として計上される見通しとなっています。ただ、

製造業に従事する労働者や技術者などの場合、こ

の費用は、実際に製品として売買の対象になるま

では棚卸資産として一時的に計上され、製品とし

て売りに出された場合、一般的に製造原価として

損益計算書に反映することになりそうです。 

 

職場における「受動喫煙」 

防止への取組み 

◆「受動喫煙」防止対策の基本的な方向性 

 厚生労働省の有識者検討会では、受動喫煙を防

止する対策の基本的な方向性をまとめ、発表しま

した。 

 多くの人が利用する公共的な空間については

原則「全面禁煙」とし、全面禁煙が困難な場合に

は適切な受動喫煙防止対策を進め、野外について

は受動喫煙防止のための配慮が必要であるとい

う報告書骨子に合意しました。 

 この中には、職場での受動喫煙に関する内容も

盛り込まれています。 

◆ 受動喫煙とその対策 

 受動喫煙とは、他人が吸うタバコの煙を吸入す

ることであり、死亡、疾病および障害を引き起こ

すことが科学的に明らかとなっています。 

 現在、日本の成人喫煙率は、男女合わせて24.1%

となっています。たばこ税の引上げによる喫煙率

低下の実現を目指すことで、受動喫煙の被害が軽

減されることが考えられますが、たとえ喫煙者が

1人であっても、その1人のタバコの煙を多くの

非喫煙者が吸入することを考えると、それ以外の

対策が必要であると思われます。 

◆ 厚労省のガイドライン 

 厚生労働省でも、職場における受動喫煙対策の

ガイドラインとして、喫煙室や喫煙スペースを設

置するように勧めています。同省が 2007 年に実

施した調査によれば、受動喫煙している労働者は

全体の約65％であり、喫煙対策の改善を望む労働

者も約92％となっています。 

 しかし、「全面禁煙化」や「喫煙室設置」など

の対策をとっていない事業所は約 54％に上るた

め、換気施設など新たな設備投資ができない中小

企業に対しては、取組みを促進させるための資金

援助や相談体制の整備の必要性も考えられてい

ます。 

◆ 快適な職場づくりに向けての事業者の義務 

 現在、労働安全衛生法では、受動喫煙の防止対

策については「快適な職場づくり」の一環という

位置付けがなされているだけであり、特に法律上

の義務ではありません。しかし、今後は法改正も

考えられており、事業者の義務となることも予想

されます。 

 分煙でない職場への就職を避ける求職者も多

いことを考えると、早期の対策が求められます。 

 

「営業秘密」の管理体制は万全ですか？ 

◆ 不正競争防止法改正による 

「営業秘密管理指針」の改定 



 企業活動において、その競争力の維持・強化の

ための無形資産である技術・ノウハウ・アイデア

等の「営業秘密」が、退職者や業務委託先企業に

よって侵害・漏洩される事件が増加しており、企

業も対応に苦慮しています。 

 このような企業内外の者による不正侵害を防

止するために「不正競争防止法」がありますが、

昨年の通常国会において同法が改正され、営業秘

密の侵害に対する刑事罰の対象範囲が拡大され

ました。 
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 なお、同法による保護を受けるためには、適切

な営業秘密管理が必要です。経済産業省では、秘

密管理体制を支援するための「営業秘密管理指

針」を策定していますが、法改正を受け、指針の

改定案をまとめました。 

◆ 指針改定のポイント 

 改定案の視点は、（1）処罰対象行為の明文化、

（2）企業実態を踏まえた合理性のある秘密管理

方法の提示、（3）中小企業等における管理体制の

導入手順例や参照ツールの提示の3点です。 

 具体的には、（1）の処罰対象行為として、競争

関係の有無にかかわらず、不当な利益を得る目的

や、単に保有者に損害を与える目的等で営業秘密

を開示した場合について、刑事罰を科すこととし

ています。 

 また、（2）の合理性のある秘密管理方法として、

企業規模や組織形態、情報の性質等に応じた合理

性のある管理手法が実施されていれば、高水準の

管理体制でなくても法的保護が受けられるとい

うことを明確化しています。 

 そして（3）では、主に管理体制を整備してい

ない中小企業等を対象として、契約書のひな型や

実例集、管理体制を整備するまでの具体的な手順

や、どのような情報を営業秘密として管理すべき

かの判断ポイントなどを示しています。 

◆ 管理体制の再チェックが必要 

 指針の改定内容については、管理体制を自己評

価できるように点数表も作成されています。「秘

密保持の対象となる情報を書面などで具体的に

示しているか」「情報を扱える人を役職や部署で

線引きしているか」などを判断基準としており、

今後、一般から意見を募集し、「合格点」の基準

を定めるとしています。 

 今回の改定を契機に、自社における営業秘密の

管理体制の再チェックを行ってみてはいかがで

しょうか。 

 

 

行列のできる労働相談所 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 営業マンの一部が退職後、ライバル会社へ 

再就職することがあるため、就業規則に「競 

合他社への再就職禁止」条項を入れようと考 

えています。さらに違反者に対しては退職金 

の返還を求めることも考えていますが、これ 

らを規定化するにあたり何か問題となる点は 

ありますか。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜＜ 回 答 ＞＞ 

● 再就職禁止条項は、職業選択の自由との 

兼ね合いがあるため、その効力は制限され 

ます。もちろん長期に渡る再就職禁止は無 

効です。また、この条項は就業規則だけで 

なく、雇用契約時又は退職時に特約として 

本人と書面を取り交わしておくべきです。 

  さらに退職金は、労働の対価としての性 

格上、信義則に反する行為があった等の場 

合を除いては返還を求めることは困難です。 

  同様の効果を狙うには「秘密保持契約」 

も有効です。会社に実害が発生した場合、 

損害賠償を請求することもできます。 

＜＜ 解 説 ＞＞ 

 最近は独立志向や帰属意識の希薄化もあり、社

内の重要事項を知る従業員が競合他社へ転職し

てしまうケースが増えています。これを助長する

ヘッドハンティング会社もあるくらいです。 

 もちろん、営業上の秘密事項やノウハウが他社

へ流出することとなれば、経営に重大な影響を与

えることとなるため、競合他社への再就職禁止は

企業防衛上認められて然るべきものです。 
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 従業員は、会社に対し職務に専念する義務を負

うだけでなく、業務を利用して会社の利益を不当

に侵害してはならない義務もあります。前者を職

務専念義務、後者を誠実義務や競業避止義務と呼

ぶこともあります。これらの義務は少なくとも労

働契約が継続している限り常に負うこととなり

ます。 

 後者については退職後まで義務を負うのかと

いう疑問も生じますが、「業務を利用して」との

理由や不正競争防止法の観点、さらには信義則の

観点から雇用関係終了後といえども存在すると

されています（仙台地判H7.12.22）。 

 しかし、一方では従業員の職業選択や営業の自

由との兼ね合いも発生するため、無制限に禁止す

ることはできません。再就職の際は過去の職務を

活かせる職業に就くのが普通であり、あまりに広

範囲に再就職先を制限してしまうと退職従業員

の生活を不当に脅かすことにもなるからです。 

 このため多くの判例では、雇用関係終了後の競

業禁止義務は「当事者間に特約があり、かつ合理

的な範囲内でのみ認められる」こととされていま

す。毎度のことながら抽象的で理解しにくいです

が、例えば同僚や部下を引き抜いたとか、顧客情

報を全て持ち帰ったとかして顧客を奪い、元の会

社の売り上げが明らかに減少したような場合は

競業避止義務に引っかかることになります。要は、

従業員の背信性と会社のダメージが大きいかど

うかです。ただのヒラ社員が身体一つでライバル

会社に再就職しても、これを防ぐ手だてはないと

考えた方がよいでしょう。 

 特に退職金の返還については、退職金そのもの

が賃金の後払い的性質を持っていることから、よ

ほどのケースでないと返還を求めることは難し

いようです。 

 また判例では「特約」も必要とされているので、

単に就業規則に定めるだけでは不十分です。採用

時または退職時に「競業しない」旨の契約書や誓

約書等を求めることが必要です。その際の競業禁

止期間も長期では不当とされる恐れがあるため、

せいぜい2～3年が限度かと思われます。 

 競業を禁止する一番の理由は、企業秘密をライ

バル会社に知られることであろうと思います。顧

客情報はもちろんのこと、製品の原価、仕入先、

ノウハウ等、多岐にわたる内容が含まれます。た

とえ従業員がライバル会社に行ったとしても、こ

れらの情報の流出がなければ大きな影響は受け

なくて済むはずです。そのためには秘密保持義務

を負わせる方法があります。 

 秘密保持義務は労働契約に付随すると考えら

れていますが、きちんと特約化することによって

明確化され、注意の喚起にもなります。在職中は

当然のこと、退職後もその効果が及びます。義務

違反の場合は退職金の返還や損害賠償について

盛り込むことも可能ですが、文面に工夫が必要で

す。 

 万全を期すなら、退職時に改めて「退職後の秘

密保持誓約書」の提出を求めることも効果があり

ます。当然、何が秘密なのかについて極力具体的

に例示をし、秘密の意義や範囲を定めておくこと

がポイントとなります。 

 さらに、細かいことですが、退職の手続きの際、

業務上受け取った名刺類は会社に返却させるこ

とは言うまでもありません。 

 

 

◆ 朝礼や会議で活かせる 

「ちょっといい話」━━━━━━ 

「尾大（びだい）揮（ふる）わず。」 

  『春秋左氏伝』昭公11年（前531） より 

 楚の霊王が公子に隣国を攻めさせ、攻め取った

後にそのまま王侯にしたことを臣下に問うたと

ころ、賢臣が言った言葉です。 

 動物の尻尾が体に比べ、あまりに大きくなった

場合、自分では自由に動かさなくなってしまいま

す。同様に、部下の権限があまりに大きくなると、

言うことを聞かなくなって上司が統制できなく

なることをこういいます。 

 権限を与えることや、自立性を持たせることは、

部下の成長に欠かせないことですが、あまりにま

かせっきりにすれば「上司の存在価値」が無くな

ります。もしそうなった場合には「大きな尻尾」

それも「もともとは自分の尻尾」を切ることは、

大きくする以上に難しいことだと思いますよ。 


